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1　シカゴ学校改革の理論

（1）問題の所在

　教育行政史上画期的であると全米的に注目を集めた、シカゴの学校改革を目的とした法

律が1988年にイリノイ州議会で制定された。この法律は、市の教育委員会事務局職員を削

滅することや、教育資源を単位学校に一括して配分することや、各学校に父母が過半数を

占めて11名で構成される学校協議会（10cal　school　counci1）を設置することなどを内容と

している。学校協議会には、従来、市教育委員会が有していた主な権限である校長の人事、

カリキュラムを中心とした学校改善計画の編成、学校予算編成などの権限が付与されるこ
　　　　　1）
ととなった。

　シカゴでは、学校を単位とした経営（School・Based　management、以下では「SBM」

と略記する）を導入することによって、父母や地域住民の学校参加を促進し、学校では校

長のリーダーシップを中心とした教育専門家による自律的な運営を行うことにより、直面

する教育問題、すなわち、低い学力や進学率、高い中退率、規律の乱れ、などを克服する

ことができるとの前提で出発した。実際にこのような効果が現れるかどうかについての調

査研究が積極的に進められているが、現時点では、学校改革法に列記されている改革の目

標としての全米的な学力水準と同等かそれ以上に到達させることをはじめとした、10項目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
を達成しているのかどうかについて最終的な結論を出すには今だ早計である。

　むしろ、ここで問題としたいのは、すでにシカゴは人種的・民族的に分離された都市学

校であるとして名を馳せており、隔離されしかも貧困にあえぐ数多くの生徒を擁する学校

で自律的運営を導入することによって、すなわち、学校統治構造改革によって初期の目的

を達成するためには、統治構造改革の質的な吟味が必要であることと、この改革は多様な
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社会政策とリンクさせてこそ、その実効性が高まるのではなかろうかという点である。

　シカゴの公立学校在籍生徒数のうち、白人は1980年代半ばにはすでに15パーセントを下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
回っており、圧倒的多数の学校はマイノリティー生徒によって占められるようになり、

都市の社会的・経済的基盤の変動によって、彼ら／彼女らの教育のみならず生活条件さえ

危機に瀕している。社会的・経済的変動に翻弄されているマイノリティーの住民ならびに

生徒たちにとっての教育の質の改善を図るためには、教育統治構造改革のみならず、大都

市学区で共通にみられる生徒や父母の困難な生活実態を含めた、マクロな視点が求められ

るのではなかろうか。本稿は、現代の大都市の教育課題の中でもきわめて解決の困難なマ

イノリティー教育問題を明らかにするための一環として、シカゴを事例に、第二次世界大

戦後の社会的・経済的な都市の変動ならびにそれへの教育行政の対応と、1988年の学校改

革の理論的基盤の意義および限界について検討することを目的としている。

（2）改革の理論的基盤

　シカゴの学校をどのように改革するのかをめぐる議論や現実に進行した改革過程で、さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
まざまなアクターがかかわり、錯綜とした政治過程をたどったのであるが、これらのア

クターの中でも、理論的・実践的に重要な役割を果たした人物に、G・A・ヘス（G，　Alfred

Hess，　Jr。）とD・R・ムーア（Donald　R．　Moore）がいる。両者ともシカゴの教育を対象と

した有力な民間調査研究機関に所属する理論的指導者である。ヘスはシカゴ学校改革に関

して数多くの論文や著書・編著書を公刊しているが、その中でも代表的な著書であるr学

校リストラクチャリング：シカゴスタイル』の中で、シカゴ学校改革の理論的な基盤とし
　　　　　　　　　　　　5）
て次のことを指摘している。

　まず都市学校システムの官僚制化を前提にしたうえで、学校教育の効果性の是非につい

ての議論を展開し、そして効果的学校研究の成果、特に、校長のリーダーシヅプの強化や

父母参加の促進や学校を基盤とした管理や学校への自律性の付与が重要であると述べてい

る。さらに、ニューヨークやデトロイトでの学区の分権化から引き出された課題、すなわ

ち、分割された下位学区教育委員会の腐敗や教員組合による支配、といったことがらをシ

カゴでの学校改革の教訓にすべきであるとする。そしてさらに、1980年代の全米的なレベ

ルでの学校改革の最初の波では、学校教育の結果に対する学校や教育行政当局の責任を問

うアカウソタビリティーの内容についてイリノイ州を中心に検討し、その不十分性を指摘

し、同じく80年代後半に現れた改革の第二の波の視点である、教員の専門職論と学校選択

論とSBMにもとつく父母参加論の中でも特に、教員参加論と父母参加論を、民間企業に

おける事業の再構築（リストラクチャリング）ならびに労働者の経営参加の成功例を引用

しつつ、積極的に評価している。

　以上のように、ヘスは、シカゴの学校官僚制の硬直性、画一性、非応答性について共通
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認識をもたせた後で、学校はそのありようによっては生徒の学力向上に影響することがで

きるとの主張を裏付けるために、効果的学校研究の研究成果を援用している。そして、都

市学区をいくつかの下位学区に分割する方法の弊害を指摘することで、下位学区ではなく

学校単位に教育行政権限を分権化する必要性を示唆し、1980年代前半の州レベルでの学校

改：革の不徹底を批判することで、いっそう急進的なシカゴでの改革を方向づけている。ま

た、学校での教育にかかわる意思決定への教員の参加の重要性を、産業界での労働者の経

営参加の効果性で補強しつつ、さらに父母の参加の重要性も主張している。ただし、学校

選択に関しては、学校の官僚制化をもたらした元凶の民主的統制を鋭く弾劾し、市場的統

制の導入を強固に主張するJ・E・チャブ（John・E・Chubb）とモー（Terry　M．　Moe）らの

　の
主張を、シカゴに適用することの有効性について疑問を投げかけている。

　ムーアについてみると、シカゴ学校改革法が学校を基盤とした統治を成功的に組み込ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
でいることから、学校統治改革へのSBM理論の導入を肯定的に評価している。また、

生徒の教育経験や学習成果の質を高めるうえで、多様なタイプの参加が有効であることは

実証されているとしている。父母と地域住民を学校での意思決定に参加させることの有効

性を主張する参加論に依拠して、この制度化された参加をより効果的にするためには、多

様な数多くの参加形態を用いるような、長期にわたる包括的な戦略を実施する必要がある
　　　　　　　　8〕
とも主張している。

　ヘスもムーーアもシカゴの学校改革の背景にある、特に1980年代後半以降に声高に主張さ

れ始めたりストラクチャリング論への支持が色濃く現れている。教育や学校のリストラク

チャリング論は論者によっていくぶんニュアンスの相違はあるが、最大公約数としては、

学校教育の官僚制的・温情主義的なモデルを拒否し、教員も参加する意思決定を学校レベ

ルに近づけて、各学校を生徒や父母を含む顧客のニーズに対応させることを目的にしてい

　　　　　　　　　　　9）
るといってよいであろう。

　1993年に刊行された教育政治学会年報の中で、ヘスはシカゴ学校改革がマイノリティー

の教育の改善をも視野に含めた、「新しいリベラリズム」を理論的基盤とした改革であっ

　　　　　　　　　　　　　　　たことを論証しようとしている。　シカゴ学校改革は左翼や右翼の双方の論客から持ては

やされたりののしられたりしている、とヘスは述べている。たとえば、この改革は合衆国

の学校を改革するための最も急進的な努力の一つであるとして賞賛されたり、逆に、決し

て急進的なものではないとあざけられたりしていることを紹介している。そしてこの改革

は、リベラリズムを拒否して教派的で新保守主義的なアプローチを用いようとしているの

か、1960年代の「貧困との戦争（War　on　Poverty）」のための官僚制による大規模な介入

の失敗を取り繕うためなのか、1960年代の左翼主導のリベラルによる改革であるのか、リ

ベラルの衣装をまとった誤った新保守主義なのであろうか、という問いを立て、そしてそ

れらのいずれでもなく、この改革は「新たなリベラリズム」に依拠したものであると断言
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　　　　ll）
している。

　ここでいう「新たなリベラリズム」は、伝統的なリベラリズムとどのように異なるので

あろうか。ヘスによれば、改革の知的源泉として「平等主義的で思いやりのある」伝統的

なリベラルの見解を土壌としているものの、貧困でマイノリティーの生徒の学校教育問題

を解決するために採用され、結局は失敗に終わった集権的な戦略である伝統的なリベラル

の戦略を拒否するのが「新たなリベラリズム」であるとしている。シカゴのすべての生徒

の教育の機会均等を真に保障するためには、新たなリベラリズムに依拠することが必要で

あると主張する。

　ヘスは伝統的なリベラルの採用した戦略の一つとして人種分離学校廃止運動を取り上げ

ている。そしてこの運動は功を奏さなかったばかりか、教育条件をいっそう悪化させてい

るだけであるとする。たとえば、1980年代初期にシカゴで行われた人種分離学校廃止計画

を集権的に実施することの困難性に直面した多くのコミュニティーの活動家は、たとえ計

画通りに実施されたとしても、一部のマイノリティー生徒がこの計画によって恩恵を受け

るだけであり、大多数のインナーシティーのマイノリティーの生徒は人種・民族的に隔離

された地域に取り残されてしまっているという事実や、後にも触れるが、デトロイトの裁

判所の判決（ミリケン対ブラッドレー事件）で、学区の境界を超えた人種統合計画の実現

の見通しに不安を感じたとしている。そして、シカゴでは人種統合という目標を変更した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
わけではないが、そのための戦略が変わった、とする。

　シカゴでのマイノリティーの教育問題解決の戦略の変化をも踏まえて、ヘスは、伝統的

なリベラルの採用した集権的で強制的な黒人と白人との統合、すなわち「個人的統合（in－

dividual　integration）」から「平等的多元主義（egalitarian　pluralism）」を基盤とした社

会を作り出すための戦略を採用するようになったのであり、これこそが「新たなリベラリ

ズム」であるとしている。まさに80年代の政治的潮流の変化をシカゴ学校改革は体現して

いると述べる。

　人種統合を理想的な学校教育の形態であるとしつつも、結果的には近隣にある個々の学

校の教育の質の向上を重視することとなる平等的多元主義は、現実にはヘス自身も触れて
　　　　ユヨう
いるように、1896年に、白人と黒人との列車の客席を平等であるが分けることを定めた

州法の合憲性を争ったプレヅシー対ファーガソン事件の最高裁判決で確立した「分離すれ

ども平等に（separate　but　equa1）」原則と、原理的に近いものになるのである。そして、

この原理が1954年のブラウン判決によって否定されるまで、人種隔離制度に憲法上の根拠

を与え続けていたことは周知の事実である。

　近隣学校の質を向上させる努力は特にマイノリティーにとって必須であることはいうま

でもないが、質を向上させるために、イデオロギー的であるよりもプラグマチックな解決

方法が模索されたと述べている。しかしながら、この平等的多元主義を理論的基盤とする
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ことは、人種分離学校を廃止させるという目標を放棄するものではないとはいえ、廃止の

ための方法の探究や人種統合の意味を後景に追いやる危険性を伴うことになりはしないだ

ろうか。シカゴではいかなる経緯で人種分離学校廃止運動が発生したのか、教育当局の対

応はどうであったのか、人種統合の意義はどこにあるのか、といった問題点を明らかにし

ていくことは、シカゴに限らず合衆国の大都市でのマイノリティーの教育問題を解決する

ための糸口を示唆するであろう。インナーシティーの学校の質の改善が大切であることは

いうまでもないが、学校改善の努力とその成果は、学校の統治構造の改革だけで完結でき

るのではなく、マイノリティーの生徒や生徒を取り巻く家庭、地域社会の改善と一体とな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14）
ってこそ現実的なものになるのではなかろうか。

皿　戦後の都市の社会的変動

（D黒人とヒスパニックの急増

　戦後の都市の変容で特筆すべきであるのは、都市への移住者の絶対数が増大したことと、

それ以上に重要であるのは、都市住民の人種・民族構成が著しく変化したことである。す

なわち、都市に居住していた人々が郊外での持ち家政策という公共的な政策によって郊外

に移住し、かわって、多様な人種的・民族的な出身者の都市居住が増加したことである。

このことが、都市での生活はむろんのこと、都市教育の社会経済的な環境を激変させた。

具体的には、白人の郊外への脱出と黒人ならびにヒスパニックの都市流入である。

　黒人についてみると、1900年代初期以前には、黒人の大多数は南部の農村に居住してい

たが、第一次世界大戦前後からしだいに北部の都市に移住し始めた。1910年から1970年ま

でに黒人人口は倍増しているが、彼らの半分以上は1970年までには南部以外に居住するよ

うになっており、そのうちの4分の3は都市地域に居住している。この都市部への黒人の

移動は1950年前後以後加速度的に急増しており、1970年までに大都市に居住する黒人は

660万人から1310万人へと倍増している。シカゴでは、同じ時期に都市人口に占める比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
が13．6パーセントから32．7パーセントへと急上昇している。　ちなみに、1991年時点での

シカゴの黒人は38パーセントであり、いかにこの間に急増したのかが分かる。

　1970年代には黒人の都市への移住の波はおさまったが、ついでヒスパニックの70年代に

おける都市への流入が顕著となった。1970年から1980年の間に、シカゴの人口は35万8千

名減少している。内訳は、白人が約70万名の減少、黒人は11万人の増加であり、ヒスパこ

ックは19万人増加している。この結果、マイノリティーの都市人口に占める割合が、41パー

セントから57パーセントに上昇し、過半数を越えるようになったともに、ヒスパニックの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
占める割合がこの間に倍増し、14．1パーセントになった。　なお、1991年には19パーセン

トを占めるまでになった。ヒスパニックの急増傾向はシカゴだけではなく、こユーヨーク
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やフィラデルフィアやデトロイトでも同様である。

　北部の主要都市で黒人やヒスパニックが急増するにつれて、白人の郊外脱出が顕著とな

ってきた。郊外に脱出した白人は当初は上・中流階級の人々であったが、しだいに労働者

階級も脱出するようになる。白人人口の急減の原因がここにある。北東部と中西部の20の

大都市についてみると、1960年と1980年の間に白人人口は4百万人（24．3パーセント）が

減少し、黒人は195万名（38．8パーセント）の増加を見た。ヒスパニックの急増はすでに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）
見たとおりであり、白人の20大都市での人口比率は53．8パーセントにまで落ち込んだ。

　大都市を脱出した白人は郊外や小規模なタウンやサンベルト地域に移住し、1980年前は

合衆国の全黒人の58パーセントが都市圏の中心的な都市に居住するようになったのにたい

して、白人は25パーセントだけになった。この比率は北東部や中西部の大都市だけに限っ

てみると、それぞれ、77パーセントと28パーセントにまで差が開いている。大都市におい

ては、数多くの公民権保障に関する法律が制定されたにもかかわらず、白人と黒人は分離

した状態で居住しており、1960年から1970年の間に居住地域の人種分離は続いている。シ

カゴでは、85パーセント以上の黒人が90パーセント以上が彼ら／彼女らで占められる市域

内部の行政区に集中して居住している。白人と黒人との磁心地区でもしだいに人種的に偏
　　　　　　　　　　　　う
った地域になりつつある。　郊外には白人に限らず、中産階級の黒人も脱出しているが、

その絶対数は白人に比べるとわずかである。1950年にシカゴ市と郊外を含む都市圏域

（metropolitan　area）の黒人のうち94パーセントは市域内部に居住していた。しかし1970年

にはわずかに減少し、90パーセントになり、さらに10年後の1980年には85パーセントにな

っている。20万人の黒人が郊外に脱出したことになるが、たとえ郊外に脱出したとしても、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19）
郊外の特定地域に集住する傾向が強かった。

（2）都市の貧困・スラム問題

　都市部の白人と黒人との社会的・経済的な格差の隔たりがきわめて大きいことについ

て、たとえば、ニューヨーク、シカゴ、デトロイト、フィラデルフィア、ボストンについ

てみると、1980年時点で黒人は最大の不利益的な立場に立たされている。彼ら／彼女らの

平均収入は約1万3千ドルであるのに対して、白人は2万4千ドルである。貧困水準以下

の生活をしている黒人は29．6パーセントであるのに対して、白人はたったの8パーセント

である。黒人の失業率は白人よりも9．4パーセント高く、成人の黒人の雇用率は白人より

も11．9パーセント低い。全黒人のうちの52パーセントが18歳以下の子どもをもつ女性世帯

主の家庭であり、白人は13．9パーセントとなっている。その他にも、ハイスクール卒業率

が56．3パーセント対70．2パーセント、個人所有住宅居住率が36．3パーセント対60．8パーセ

　　　　　　　　　　20）
ソトなどとなっている。

　都市と郊外との人種的・民族的な居住者の分離は、経済的な格差の裏返しでもある。
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1959年から1984年までの黒人の一人当たりの家計収入は白人を1とすると、0．49から0．57

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の間を推移している。ヒスパニックは0．57から0．6の間である。　このような経済的な格差

による都市と郊外との居住パターンはすでに1960年までに明確となっていた。職業、収入、

教育水準を指標とした社会・経済的な階層ごとの居住パターンを見ても、上位階層ほど郊

外に居住し、下位階層は下町であるインナーシティーに居住しており、人種別では白人は

この傾向がいっそう強い。当時のシカゴのハイスクール卒業者の25歳以上の成人のイン

ナーシティーと郊外との居住人口比率をみると、ハイスクール卒業という相対的には有利

な立場にいる人々は明らかに郊外居住者が多くなっており、この傾向はカレッジ卒業者で
　　　　　　　　　　の
はさらに顕著となる。　すでに社会経済的地位によるインナーシティーと郊外居住者との

分極化は1960年までに明瞭となっており、それが60年代70年代にさらに促進されたのであ

る。

　このように、インナーシティーと郊外との人種・民族的な分離は、住宅市場における消

費者の選好によってもたらされたのではなく、黒人が郊外での居住を希望しても、さまざ

まな制約によってそれが不可能となっていたからである。たとえば、白人土地所有者が郊

外の土地を黒人に売却しなかったり、人種を理由としてきわめて閉鎖的な態度をとり続け

たことにもよる。このことは、シカゴにおいて、移民の急増期以前の黒人人口が相対的に

ははるかに少なかった今世紀初期においても、すでに、白人と黒人との敵対関係が形勢さ

れており、移民の急増期以後は、住宅や学校を始めとした領域で皮膚の色によるいっそう
　　　　　　　　　　　　　23）
強固な障壁が作られていった。

　インナーシティーに居住するようになった黒人は、白人の住宅市場からは完全に見放さ

れた、環境的には最悪の地域に居住することを余儀なくされた。シカゴにおいては、住宅

維持の困難化や住宅管理方法の変化による最悪の居住環境、慢性的な失業、犯罪の増加と

社会的無秩序形態、商店所有者のたびかさなる変更や閉鎖あるいは新規投資の低下などの

典型的なゲットー化が進行した。シカゴのように世界有数のコミュニケーション都市であ

りながら、ゲットー地域は不動産価値としては最悪の場合ゼロとなったのである。このよ

うなゲットー化のサイクルは1980年目での二半世紀の問にいたるところで観察されたので

あり、このサイクルには何も新しいものが付け加わらなかったし、新しく付け加わったこ
　　　　　　　　　　　　　　　　24）
とはその規模が拡大したことである。

　都市での人種の分離状態を示す方法は多くあるが、いずれの測定：方法を用いてもシカゴ

都市圏域は分離度の最も高い地域であるとされる。たとえば、完全なアパルトヘイト状態

を100とし、都市の全域にまんべんなく分散居住している状態を0とすると、シカゴは

1970年に93、1980年に92であり、これらの数値は1940年以来ほとんど変わっておらず、全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
米で最も高い人種分離都市であると評価されている。　高度に人種分離された状態は、ゲ

ットー化のサイクルが強固に根付いていることの証左でもある。ゲットー化のサイクルは、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　155



　　　　　　　　　　　アメリカの都市におけるマイノリティー教育の課題

後にも触れる差別的な労働市場とあいまって、劣悪な居住環境、高い失業率、片親家庭、

犯罪といった特徴を有する都市の過密集住地域であるスラムの定着化をもたらすこととな

った。

　街頭犯罪や麻薬の横行、家庭崩壊の高い比率、慢性的貧困といった大都市の病理現象や、

住宅の放棄や無人地区の増加といった住環境の悪化や、生活や文化環境の悪化、白人や企

業の郊外脱出による都市の産業基盤の崩壊、都市財政の逼迫といったことが混在して、さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　26）
らにいっそう病理現象を進行させている。

　都市の病理現象に直面して最も生活が脅かされる人々は、いうまでもなくマイノリテ

ィーであり貧困層である。大都市の人種と社会階級と居住地域との密接なつながりは、第

一次世界大戦前後からの黒人の北部への移住者の急増と、差別的な住宅政策ならびに、白

人の敵意によって、黒人と70年代以降の特にヒスパニックは居住環境として不適切な地域

に押しとどめられたのである。

　以上見てきたように、戦後におけるアメリカの都市の変動は長期にわたって、都市の人

種・民族的特徴を大きく変えてきた。その結果、貧困マイノリティー生徒の教育条件はい

っそう悪化した。このことは、シカゴにおいていっそう顕著に見ることができる。ただ単

に、マイノリティーの教育条件の悪化だけではなく、労働市場の変動によって、マイノリ

ティーはさらなる過酷な条件のただなかにいる。学歴格差などの教育格差がたとえなかっ

たとしても、経済的な豊かさを享受できなくなってきている。都市の慢性的な失業率の高

さのゆえに、子ども達の教育機会や経済的な機会もいっそう悪化してきている。

皿　都市教育の変化

（1）マイノリティー生徒の急増と人種分離学校

　戦後の都市教育は特に1970年代に急激な変動を経験している。すでに見たように、都市

の人種あるいは民族の構成が激変したことによって、都市人口における人種・民族構成の

変化以上に、公立学校在籍生徒の人種・民族構成は変化した。教育学的な検討対象となる

のは、貧困層ならびにマイノリティーの子どもを多く抱えたインナーシティーの学校と、

郊外の白人を中心とした中産階級の学校という二重学校システムの形成と、学力、中退率

をはじめとした教育上の人種・民族間格差の存在である。以下では、マイノリティー生徒

の急増問題と、居住地の分離から導き出される人種分離学校の実態、ならびに学力格差を

中心として、都市教育の直面している課題について検討しよう。

　全米的なマイノリティーの公立学校在籍生徒数の変化をみると、1968年から1986年まで

の間の合衆国の白人公立学校生徒数は、16パーセント減少したのに対して、黒人は5パー

セント増加し、ヒスパニックにいたっては103パーセントもの増加を見ている。シカゴで
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は1968年に白人の公立学校生徒数の占める割合は38パーセントであったが、1980年には19

パーセントにまで落ち込んでいる。この結果、マイノリティーのハイスクールは例外なく

大多数が低所得層の子ども達で占められ、大多数が白人の低所得層で占められる学校はほ
　　　　　　　　　　　　27）
とんどなくなってきている。

　黒人とヒスパニックの都市居住者は白人と比較して平均年齢が低く、出生数が多いため

に、市全体の人種・民族構成に比べると公立学校在籍率は高くなっている。シカゴでは、

1971年から10年間に白人生徒が60パーセント減少し、白人カトリック系学校の生徒数は47

パーセント減少している。これはいうまでもなく、白人の出生数の減少と郊外脱出によっ

てもたらされたのである。この間にヒスパニックの公立学校在籍者は46パーセント、カト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
リック系学校在籍者は40パーセント上昇している。　こうした学校在籍者数の変化の結果、

シカゴでは、1991年の初等学校在籍者の人種・民族別構成は、白人、黒人、ヒスパニック

がそれぞれ12パーセント、58パーセント、28パーセントであるのに対して、市全体の人種

・民族構成はそれぞれ、37パーセント、38パーセント、19パーセントとなっている。

　さらに、1980年代に限ってみると、シカゴではすべての生徒が黒人で占められる初等学

校は、全初等学校数の中で60パーセントを占めている。白人生徒の減少によって、過半数

が白人で占められる初等学校数は1980－81年度では67．5パーセントであったものが、1988－

89年度には28．5パーセントにまで急減している。また、過半数が白人で占められるハイス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29）
クールは、この同じ期間に77．3パーセントから6．9パーセントにやはり急減している。

　このような人種分離学校の状態に対して、ブラウン判決以降の裁判所主導による分離学

校廃止が積極的に進められてきており、特に1970年代初期には数多くの分離学校廃止訴訟

が提起されて、南部では改善がみられたといってよい。そしてこの傾向は南部のみならず

北東部や中西部の大都市にも波及しかけたものの、1974年のミリケン対ブラッドレー判決

によって、全米でも最大の都市圏の一つで都市と郊外との生徒の人種分離学校の廃止は暗

　　　　　　　　　　　　礁に乗り上げてしまった。　下級審では、人種分離学校は地方学区と州による違憲的な政

策や行政の結果もたらされたものであり、大多数が黒人生徒からなる都市でのいかなる改

善策も有効ではなかったと判示されてきた。しかしながら最高裁判決では広域の都市圏に

またがる人種分離学校廃止計画を却下し、その実施は単一の都市教育行政区域内部でおこ

なわれるように求めた。少数意見は長期にわたる都市のデモグラフィック傾向を考慮に入

れれば、すなわち、都市内部での白人生徒数の絶対数の減少と白人の郊外脱出を考慮すれ

ば、多数意見の示している計画は無益であると警告していたが、G・オーフィールド（Ga・

ry　Orfield）が述べているように、経験的には少数意見が正しかったことを証明している。

　つまり、証拠だてられた人種分離の意図にもとづいて通学区域を設定したと認定されな

い限り、たとえ人種的に分離された学校が急増しても、学区の人種分離学校廃止の努力が

足りなかったとはみなされなくなったのである。人種分離学校廃止の努力よりも、地方学
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区の運営の自律性のほうが優越すると判断されたことになる。この結果、大都市部では人

種統合を促進しようとしても、統合校が実現するためには白人生徒の絶対数が不足するよ

うになってきていたし、郊外の白人学校へのバス通学が学区外であるために不可能となっ

たために、いっそう人種分離学校の増加をもたらすこととなった。すでにこの判決がださ

れる以前に、裁判所による強制的な人種統合命令による学校教育の質の低下を恐れた白人

生徒の郊外への脱出や、私学への進学者の急増がみられ、この判決は人種分離学校の廃止

に歯止めをかけるとともに、人種分離学校の増加を促すことにもなった。

（2）人種・民族別の教育格差

　在学年数だけを比較すると、1940年に黒人の青年（25歳から29歳）男性と女性の平均学

校在学年数は6．5年と7．5年、白人の青年男性と女性とはそれぞれ、10．5年、10．9年であり、

男性の場合その差は4年、女性で3．4年も開いていたものが、1980年までに、黒人平均で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．6年、白人平均で13年となり、差は半年以下にまで縮小してきている。　全米的には黒

人もヒスパニックも白人生徒との相対比較でみれば、学力格差は縮小してきているものの、

インナーシティーと郊外生徒との学力格差は歴然としており、大都市部でもマイノリテ

ィー生徒、貧困生徒の集中する学校では、教育上の達成（performance）が困難iとなって

きている。たとえば、人種構成を知ることができただけで、そのハイスクールの貧困層の

割合や、平均的な学力、中退率、カレッジ入学試験得点などを驚くほど正確に予測するこ

　　　　　　
とができる、　といわれる。

　しかしながら、より子細に検討してみると、マイノリティーの教育上の不利益は必ずし

も今後とも継続するとはかぎらず、むしろマジョリティーとの格差を縮小しつつある傾向

も見逃すことはできない。つまり、移民・移住第一世代と比べて、アメリカ生まれの第二

世代の方が白人との差を縮小させてきている点と、同じマイノリティーであっても黒人、

ヒスパニック、アジア系の間での相違を視野に含めなければならないからである。

　R・D・メーア（Robert　D．　Mare）らは、人種・民族集団間の教育格差をアメリカ生まれ

　　　　　　　　　　　　　　　33）
か否かにもとづいて検討した結果、　プエルトリコ系やメキシコ系集団を含むいくつかの

ヒスパニック集団は、他の集団に比べて基本的な教育上の不利益を被っており、アジア系

の中でも特にインド系や中国系や日系は教育上有利な立場にいることを明らかにしてい

る。1973年と1980年のセンサスにもとつく調査によれば、すべてのマイノリティー集団の

教育歴は白人よりも増大しており、その中でも特に、アメリカ生まれのすべてのマイノリ

ティー集団の上昇が著しいと述べている。また、彼らによる就学率の分析によれば、白人

と比べてすべての集団で、今後、教育水準が上昇するであろうことを示唆しており、特に、

白人と黒人の就学率はほぼ同じであり、アメリカインディアンやアメリカ生まれのメキシ

コ系は白人の就学率よりもわずかばかり下回るだけである。アジア系は白人やその他の集
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団よりも在籍率が高く、この集団が今後、教育歴においてかなり有利になると予測してい

る。マイノリティー集団の中でも就学率で最も厳しい状態であるのは、外国生まれのメキ

シコ系生徒であるとされる。1980年に26－35歳のこれらの人々は、合衆国生まれのメキシ

コ系よりも平均3．5年少なく、白人よりも5年少ない。コーホート内の比較でも、最近の

外国生まれのコーホートの学歴は昔の外国生まれよりもほんのわずかばかり上回るだけで

ある。さらに、就学率のパターンによれば、若い外国生まれのメキシコ系の学歴は他の集

団よりも低くなっている。

　以上のことを踏まえた、彼らの政策的な提言として、社会政策上重視されるべきはアメ

リカ生まれか否を峻別することと、マイノリティー集団の中でも、特に教育上のハンディ

キャップを負っている外国生まれのメキシコ系アメリカ人への重点的な配慮が必要である

としている。それに続けて、白人とその他の人種・民族集団との間の教育上の格差の2分

の1から3分の2は、家族的背景とアメリカ生まれか否かによって説明することができ、

特に、父母の学歴と父親の職業の相違は次の世代の学歴における集団間の格差の重要な要

因となっている。したがって、社会政策の議論は、不利益な背景を持つ人々を保障する制

度やプログラムに焦点を当てるべきであると結論づけている。そして、すでに学校に在籍

していない人々の間の経済的不平等を減らすプログラムは、次の世代の教育上の不平等を

減少させる可能性があるということも示唆している。

　こういつた研究成果は、すでにかなりの黒人を擁し、それに加えて、ヒスパニック人口

の、特にメキシコ系住民の急増を見たシカゴにおいても教育政策上の重点事項がどこにあ

るのかを指し示すことになる。

　シカゴの低学力問題は当時のべネット教育長官から全米で最悪と評されたように、きわ

めて深刻な様相を呈していた。たとえば、1984年半公表されたシカゴのハイスクールの教

育の実態に関して行われた大規模な調査によれば、1980－81学年度に4年制ハイスクール

に入学した3万9千5百名の生徒のうち、4年後の結果を見ると、カレッジに入学するこ

とのできる学力を身につけることのできた生徒は6千名（15．2パーセント）のみであった。

とにもかくにも卒業することができても、読解力で第8学年以下であるとされた卒業生は

1万2千5百名（31．7パーセント）もあった。こうした低学力のまま卒業した生徒を含め

ても、シカゴのハイスクール卒業率は46．8パーセントであり、過半数に満たない。入学か

ら卒業までの間に2万1千名（53．2パーセント）の生徒が何らかの理由で中退したり（1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34）
万8千名）、他の学校システムに転校したり（3千名）している。

　全米平均の卒業率が73パーセントであることからすると、シカゴの卒業率47パーセント

は深刻な状態である。さらにいっそう深刻であるのは、都市と郊外との卒業率の格差と、

人種・民族別の格差である。シカゴはシカゴを取り囲んでいる行政区域であるクック・カ

ウンティーに含まれるが、シカゴを除く郊外のクック・カウンティーの平均卒業率は92
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パーセントもの高率となっている。また、大多数が黒人生徒で占められるハイスクールの

卒業率は35パーセント、ヒスパニック生徒で占められるハイスクールの卒業率は36パーセ
　　　　　　　35）
ントでしかない。

　ハイスクール中退率の全米的傾向を示す1991年の統計によれば、白人が3．7パーセント、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨの
黒人が6．2パーセント、ヒスパニックが7．3パーセントである。　つまり上述のシカゴの平

均卒業率の47パーセント自体が、全米平均からすると極端に低く、そしてさらに、卒業率

の人種・民族間格差は歴然としている。中退者の社会・経済的背景として、社会階層上で

低位におかれている生徒が多く含まれていることは周知の事実である。たとえば、家計収

入別の中退率調査の全米的傾向は、2万ドル以下が6．8パーセント、2万ドルから4万ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨの
ル未満が3．5パーセント、4万ドル以上が0．9パーセントとなっている。　社会経済的地位

と学力と人種・民族との相関の高さは、すでに1960年代にシカゴの調査によって明らかに

　　　　　　
されており、　このことは30年後の今日でも継続している。

　大都市に低所得、貧困生徒が増えれば増えるほど、卒業率の低下が顕著になるだけでは

なく、10代での高い妊娠率といった問題も現れてくる。たとえば、社会経済的地位の高い

学校に通学している生徒は第10学年と第12学年の間でのハイスクールの中退率が低く、さ

らに、高い社会経済的地位の学校に通学している女子生徒は、同じ家族的背景であっても、

低い学校に通学している女子生徒よりも、10学年と12学年の間の妊娠率が低いといわれて

いる。大多数が黒人やヒスパニックであるような学校に通学している白人生徒は、同じ家

族的背景であっても、白人生徒が大多数を占める学校に通学している生徒よりも中退率が
　　　　　　　　39＞
高く妊娠率も高い。

　マイノリティーであることと、社会・経済的地位の低い学校に通学していることと、中

退率や妊娠率が有意に関連していることは明らかであり、大都市のマイノリティー生徒が

中退ならびに妊娠・出産によって教育の場から遠さかり、ひいては学習機会を喪失し、就

業機会が狭くなってくるのである。

】V　都市労働市場の変貌と教育問題

（1）都市経済の変動

　戦後の都市の人種・民族構成の変化は、就業機会および社会移動の可能性を都市が有し

ていたからであることはいうまでもない。都市部へのマイノリティーの集中は産業界での

労働需要への対応であったが、それが大都市の病理を引き起こし、すでにみたような教育

上の人種・民族格差といった課題をも引き起こした。かくして、合衆国における大都市の

マイノリティーの教育問題は、都市の産業の実態やその変動とも密接に関連している。

　第二次世界大戦後における北部大都市の工場労働者の需要の高まりは、南部から北部の
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工場に半熟練・非熟練のマイノリティー労働者を数多く引きつけた。労働市場と人種・民

族問題との関連について、戦後の労働市場の発展を研究したW・J・ウィルソン（William

Julius　Wilson）は、戦後には合衆国の産業界で人種的な障壁が暖和されたために、黒人

にとって階層移動が容易となり、彼ら／彼女らの社会・経済的地位が変化し、黒人社会内

部での階級分化が顕著になってきたとする。つまり、黒人のおかれている状況を決定する

第一義的な条件として、人種問題であるよりも階級問題の方が重要性を増してきてい
　るの
る、　としている。しかしながら、代表的な都市での人種分離的な学校や住宅の存在や、

黒人による市政治支配への強固な白人の抵抗などのことを考えれば合衆国においては依然

　　　　　　　　　　　　　　　　
として人種が重要性を持っている、　とウィルソン自身が述べているように、労働市場で

の人種の重要性は低下しつつあるとしても、大都市に限っていえば人種問題は労働市場に

おいて鍵的な要素を持ち続けている。

　戦後の大学卒業者についてみれば、人種・民族別の労働市場における格差は相対的には

弱まってきているとみなすことができるものの、失業率の経年変化を見る限りでは、人種

・民族間の格差は明瞭である。たとえば、1970年代以降、全米的な失業率の上昇がみられ

るが、黒人とヒスパニックの失業率は白人に比べてかなり高い。黒人は白人の失業率のお

よそ2倍を常に維持している。1960年代における白人の平均失業率が3．81パーセントであ

り、同時期に黒人は8．4パーセント、1970年代には4，98パーセントと10．9パーセントである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42）
ヒスパニックは白人と黒人とのちょうど中間ぐらいの失業率である。

　人種・民族別の失業率格差をもたらし、さらに拡大させた都市の経済動向の中でも重要

であるのは、都市の基幹的産業が製造業からサービス業へとその比重を移したことである。

1950年代以降の高速道路網の整備により、産業の中心であった都市部から離れた場所に工

場を建設することで、職場が地理的に移動したのである。国際的経済競争に打ち勝つため、

工場用地や倉庫として安価でより広い空間を確保することのできる郊外や、さらには西部

や南部への移転が相次いだ。大量生産と流れ作業による製品の製造システムが普及するに

つれて、ブルーカラー産業の郊外への脱出を促し、こういつた工場の郊外進出は、それ以

外の従来は都市中枢部に依存していた電気・ガス事業、上下水道事業、警察や消防、高速

道路関連事業、住宅関連産業といったすそ野の広いさまざまな事業の郊外への進出も促し

た。都市部での製造業や卸売り業や小売業の衰退傾向は、1970年代以降の経済の不況期に、

北東部と中西部の大都市でいっそう強まった。製造業などの都市からの脱出はブルーカ

ラー職種の都市部での減少をともない、すでに触れたような上・中流階層の郊外脱出の要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43）
因となった。この結果、都市での非熟練労働者の失業の増大を招くこととなった。

　1972年から1978年の間にシカゴでは製造業の雇用が8万3千減少したものの、郊外では

わずかに上昇している。1979年から1981年の間にはさらにその10分の1の雇用が減少して

いるが、シカゴが含まれるクック・カウソティーの西側に隣接するデュページ・カウンテ
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イーでは製造業職は増加している。シカゴでは製造業のみではなく、卸売り業、小売業、

建設業、輸送業といった分野でも職が少なくなっている。北西部の郊外コミュニティーの

うち14のコミュニティーでは、1972年から1981年の間にこれらの職種は4千から1万6千

の雇用増をみた。ただし、これらのコミュニティーの黒人の平均居住率はたったの0．05パー

　　　　　　　44）
セントであった。

　都市で製造業の衰退と入れ替わりに産業の中枢を占めるようになったのは、サービス業

である。経済活動が活発化しグローバル化すればするほど、行き来する情報量も膨大なも

のとなる。都心に活動の拠点を構えることによって、その事業の効率を極大化することの

できる事業分野、たとえば、広告代理店、不動産斡旋業、コンサルタント企業、金融関係

企業などが、都市の商業地区に集中するようになった。1970年代以降にこれらの情報を商

品として売買することを中心とした経済活動が都市の中核的な産業となってきた。そのほ

かに都市で急成長した産業として、都市が情報の集積する場所になるにしたがって各種の

会議が開催されるようになるとともに、観光都市としても多くの旅行者を受け入れるよう

になった結果、会議・観光産業の発展からみられ、娯楽や文化的催しや余暇サービスを提

供する場所としての重要性も増えてきている。すなわち、都市は国際化時代の頭脳中枢と

して、そして多様な文化の発信基地として脱産業社会の先端を突き進んでいったのであ
　45）
る。

　都市の経済活動が物質的な財の生産および配分活動から、情報の交換とサービスの消費

を中心としたものになってくると、就業機会に直接に影響を及ぼすようになる。都市で需

要が増大した職種は、製造業に代わってサービス産業それもホワイトカラーのサービス産

業の職である。産業基盤の変動とブルーカラー職種の減少によって最も強く影響を受けた

のは、第二次世界大戦後に移住者の急増を見た北部の代表的な工業都市の労働者であり、

彼ら／彼女らは新たに成長しつつある都市の産業に適応して職を得るには、教育水準が低

すぎた。そして、これらの都市の中心部でも失業率は全米平均よりも高くなっており、そ

して教育的に不利益な立場の都市のマイノリティーこそ経済変動の波を直接にかぶったの

である。たとえば、1948年から1977年までの職種別の雇用人口の変動を見ると、シカゴで

は39万6千の雇用が消失しており、その中でも製造業は約30万の減少であった。この減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46）
のうち6割近くが1966年から1977年の間に発生している。

　イリノイ州の経済は、1981年から1983年にかけて不況にみまわれ、企業はレイオフや工

場閉鎖に追い込まれたときに、まず最初に生産能力の削減をシカゴの市内でおこない、つ

いで郊外でおこなった。こうした経済変動によって直接に不利益な立場に立たされるのは

マイノリティーであった。1975年不況から脱して、景気が拡大していた1979年においてさ

え、市全体での男性の就業率は68パーセントであったのに対して、非白人は58パーセント

が雇用されているだけであった。80年代初期の不況期には黒人男性の就業率はさらに悪化
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し、53パーセントにまで低下した。多数の黒人は労働市場からの閉め出しによって、もは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐの
や求職活動をする意欲さえ失ったとされる。　シカゴのインナーシティーに居住して、求

職活動をしている子どもを持つ失業者の大多数は、この求職活動で落胆を味わっている。

シカゴのこのような状況にある人々は、全米の19歳から44歳までの子どもを持つ人々と比

較しても、就学機会が少なく、失業率が高くなっているために、無職期間の長期化が顕著
　　　　　　48）
となっている。

　マイノリティーの就業機会は学歴や技能をはじめとした就業資格だけによって制約され

ているのではなく、そのほかに居住地域や通勤手段といった面でも制約を受けている。す

でに見てきたように、シカゴのマイノリティーはインナーシティーの特定地域への集住を

余儀なくされているが、彼ら／彼女らが最も多く労働力を提供してきた職種が郊外に移転

するにつれ、郊外への通勤を強いられる。郊外で就職するためには通勤手段としてバスや

郊外電車といった公共輸送機関を利用することとなるが、この利用率がマイノリティーは

白人の2倍となっている。さらに女性世帯主の場合は男性世帯主よりも利用率は2倍であ

る。通勤途中での治安の問題や自家用車の所有率の低さといった問題もあり、マイノリテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49）
イーの郊外への通勤の困難性もまた、高失業率の要因として指摘されている。

（2）学歴と失業問題

　1970年代半ば以降、マイノリティー労働者の就業機会が低下してきているが、就業機会

と教育歴あるいは学歴との間の相関について検討しよう。すでに触れたように、白人とマ

イノリティーとの学歴格差は縮小してきている。したがって、貧困から脱出する契機とし

ての学校教育の規定力が弱まってきているのであろうか。連邦政府をはじめとした政府レ

ベルでの財政事情の悪化による公務労働者の採用数の減少や、アファーマティブ・アクシ

ョンの規制力の低下や、その他に、労働組合の弱体化といったことがらがマイノリティー

の就業機会を低下させてきていることは事実であるとしても、都市の経済基盤の製造業か

らサービス業への転化が、よりいっそう高度な教育水準を持つ労働者を要求するようにな

ったからであると考えられる。

　平均的な在学期間が12年以下の単純労働型の職と、14年以上の知識集約型の職との、

1970年から1980年までの10年間の大都市での変化を見ると、単純労働型はニューヨークで

は50万近く、フィラデルフィアでは10万以上の雇用が減少しているのに対して、知識集約

型はそれぞれ9万2千と2万5千増加している。この傾向は北東部の諸都市で顕著であり、

南部の大都市のたとえばヒューストンでは両職種とも増加しているが、知識集約型の方が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50）
伸び率が高い（73．8パーセントと119．4パーセント）。

　知識集約型の職が増加したからといって、直接に高学歴者が求められるようになるわけ

ではない。つまり教育水準と職務遂行の効率性との関連は別の問題なのである。しかしな
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がら、雇用側が高学歴者を、つまり、高等教育卒業者を求めるならば、当然のことながら

ハイスクール卒業証書の価値が低下し、さらには、ハイスクール未修了者の雇用機会はい

っそう狭まることとなる。雇用者側の要求する教育水準と大都市の平均的な教育水準との

関数によって、失業者数や被雇用者数が決定される。

　この点について、C・ハーシュマン（Charles　Hirschman）によれば、白人・黒人・ヒス

パニックのそれぞれの男性労働者の在学年数を比較すると、マジョリティーとマイノリテ

ィーとの男性労働者の平均教育年数の差は縮小してきている。1959年に、黒人と白人労働

者の差は3年であったものの、1984年時点ではその差は半年以下となっており、白人とヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51）
スパニッタとの差は1年以内となってきている。

　しかしながら、在学年数が同一であっても、人種・民族間で就職率に格差が生じること

を彼は明らかにしている。すなわち、彼の示したデータによれば、1962年以降、在学年数

による黒人と白人との失業率の相対的水準がかなり変化したことを示している。60年代と

70年代には失業者中の黒人と白人との格差は、在学年数を6分割するとその中位の在学年

数において最も開きがあった。最も少ない在学年数では、黒人と白人では同じような失業

率である。大学卒業者に関しては、黒人のほうが失業率は高いが双方とも失業率はわずか

である。1975年と1980年代初期の景気後退によって、失業率はすべての人種・民族集団で

上昇したが、黒人と白人との格差はかなり開いた。そして、ハイスクールを卒業していな

い白人労働者はハイスクール卒業以上の学歴の白人労働者の約2倍の失業率であった。た

だし、ハイスクールを卒業していない白人労働者の失業率水準は、黒人労働者のハイスクー

ル卒業者や一部のカレッジ卒業者の失業率と類似の水準であった。さらに、1982年以降

1984年までの教育歴が16年以上の黒人カレッジ卒業者の失業率は白人の2倍以上となって
　　52）
いる。

　このように、在学年数にもとつく失業率の人種・民族間格差は歴然としており、とくに

景気の低迷期にはその格差は一段と開き、マイノリティーにいっそう過酷な条件を課して

いる。就業機会がマイノリティーにも平等に開かれているかどうか、つまり失業率の人種

・民族間格差があるかどうかといった問題と並んで、職位や賃金における格差の問題もあ

る。この点についてここで詳しく触れることはできないが、失業率あるいは就業率が同一

であったとしても、そしてたとえば、同一学歴であり、同一のサービス産業に就業してい

たとしても、人種や民族を理由として職位・や賃金に格差があれば、すなわち、職業上の差

別的待遇があれば、白人とマイノリティーとの労働市場の機会均等が保障されたことには

ならない。いずれにしても、都市部での就業機会は人種・民族間でかなり開きがあること

だけは確かである。

　都市経済の変化によって、低学歴者が労働力として低く評価され、高賃金職から低賃金

職への移動を余儀なくされる。つまり、知識集約型の産業が大都市で発展していることは、
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これらの事業分野での就業者に高学歴を要求することとなる。労働市場の変化や製造業職

の郊外への移転、低学歴が組み合わさって、失業の増加や経済的上昇移動の制約やマイノ

リティー男性の労働市場への参加意欲の低下がみられる。

（3）ゲットーアンダークラスとマイノリティー生徒

　1990年10月に調査のためにシカゴに立ち寄ったJ・コゾル’（Jonatahan　Kozol）は、大多

数が黒人で占められる近隣にある幼稚園を訪問し、園児たちの行動をつぶさに観察したあ

とで、次のようにシカゴの学校教育の惨状を述べている。この子どもたちの大多数は9年

後には、次のようなハイスクールに通学することになる。すなわち、99．9パーセントが黒

人生徒であり、68パーセントの生徒が学校での無償あるいは割り引き給食券を配布されて

いる貧困家庭の出身であり、日々出席率が66．2パーセントで、5人に1人は正当な理由が

なく年間授業日の1割以上欠席しており、卒業率がたったの27．9パーセントの1ブロック

離れたところにある汚れた校舎のハイスクールである。そして、中退率が相変わらずであ

るとすれば、12年後にはここの幼稚園児23名のうち14名がハイスクールを中退し、14年後

にはせいぜい4名がカレッジに進学し、18年後には1名だけがカレッジを卒業し、この間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に12名の男児のうち3名が刑務所暮らしを経験している、　と慨嘆している。

　低所二二の子どもたちがインナーシティーの学校に通学するということ自体、その生徒

は学校で失敗するかなりの危険性を持っており、その悪循環を断ち切ることは困難である。

なぜ、都市のマイノリティーの子どもは学校で成功することができないのかについての説

明がいくつかなされている。M・R・ウイリアムズ（Michael　R．　Williams）は学級内での問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54）
題と学校システム全体に関する問題についてそれぞれ次のように説明している。

　まず、学級内での問題には、インナーシティーのマイノリティーの生徒の有する文化と

教員の文化とのギャップによって、すなわち、ストリート文化を学校に持ち込んでいる生

徒の生活実態や生活経験とかけ離れたカリキュラムにもとづいて授業を行っているため

に、生徒と教員の双方ともが文化的ショックを受ける問題と、教員側の生徒の向上への期

待感の低下ならびに、生徒側の学力をはじめとした向上意欲の減退との悪循環の問題があ

る。そしてさらに、現実としての生徒の基礎学力の圧倒的不足と、秩序だった学習への教

員の意欲がミスマッチしたまま非効果的な授業が進行するという問題である。

　学校システム全体の問題として、都市の学校システムが画一性や客観性や合理的統制に

よって結果を予測できると考える、機械的な官僚制構造を持っており、この組織の構造的

特徴として常に肥大化・硬直化し、システムを取り巻く環境の変動に柔軟に対応できなく

なる問題と、マイノリティーの子どもが多くを占める学校に投下する教育資源が少ない、

学校財政における不平等の問題である。

　要するに、マイノリティー生徒と学校や教員との文化的な相違や、それを補強する学校
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システム全体の構造が、マイノリティーの教育上の達成を困難にしている。もっとも、さ

きに触れたように、学力の達成度や学歴などの教育上の達成が白人と同様であったとして

も、就業機会の平等につながるわけではない。いずれにしても、インナーシティーのマイ

ノリティーの社会的・経済的におかれている条件とあいまって、彼ら／彼女らを取り巻く

文化が学校での成否の鍵の一つとなっていることは事実である。

　都市のマイノリティーの低学力問題の背景には、彼ら／彼女らの貧困の要因ともなって

いる離婚率の上昇による家庭の崩壊、女性世帯主家庭の増加、十代の未婚女性による母子

家庭の増大、恒常的な失業、犯罪の増大、福祉への依存、黒人中流階級のゲットーからの

脱出による役割モデルの喪失といったことが横たわっている。

　シカゴを研究フィールドとしてきたウィルソンは、長期にわたって貧困状態にあり、福

祉に依存しており、教育訓練を受けず技能も持たず、失業者であり、時には路上での犯罪

にかかわっている人々とその家族のことを、従来より用いられている「下層階級」という

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らの
概念では適切に捉えることができないために、「アンダークラス」と呼んでいる。　ゲッ

トーにはかつては多様な社会階層の黒人が居住していた。そして、労働者階級も中流階級

もゲットーの近隣社会において逸脱行動に対する規範や制裁を設け、確固とした社会規範

と価値を植え付けていたものの、この階層が都市の他の近隣や郊外に脱出するにつれて、

ゲットーは特定階層の人々で占められるようになり、ゲットーアンダークラスが作り出さ

れていった。こうした背景のもとで、コゾルが指摘したような事態が現出しているのであ
　56）
る。

　このような状況の中で、都市の学校システムは十分な対応をしてこなかったといってよ

い。都市の官僚制的構造が応答的な都市教育を作り出すことに失敗してきた。すなわち、

社会的・経済的な構造変動に都市教育行政システムは十分に対応することを怠ってきたが

ために、貧困のマイノリティーはいっそう苦境にたたされることとなっている。

V　人種分離学校廃止運動と現代学校改革

（1）人種分離学校廃止運動

　ブラウン判決以後、特に南部諸州では決して円滑に行われたわけではなかったが、裁判

所による積極的な介入もあり、学区の境界を越えた人種分離学校廃止計画が着実に実施さ

れつつあった。それに対して、北東部や中西部での都市学区では遅々として進展を見なか

ったし、特に、先に触れた1974年のミリケソ対ブラッドレー判決以後はその歩みは止まっ

たといってよい。とりわけシカゴは全米でも屈指の居住地が分離されている都市であるこ

とともあいまって、人種分離学校の存在は際立っていた。1960年代の初頭までには過半数

を超えるようになっていたシカゴのマイノリティー生徒の中でも、特に、黒人生徒の90パー
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セントは90パーセント以上が黒人で占められる学校に通学していた。人種分離学校廃止問

題はシカゴの教育政策ならびに教育行政において最も解決が困難な課題となっていた。以

下では特に50年代以降の教育行政の歴史的推移と関連づけながら、人種分離学校廃止問題

について検討しよう。

　1950年代のシカゴ教育当局は生徒数急増への対応に追われていた。シカゴの初等学校の

生徒数は1953年の約28万名から1965年の約42万名へと急増し、同じくハイスクール生徒数

は約8万7千名から1966年までに13万名へと急増している。したがって、初等学校や中等

　　　　　　　　　　　　　　　　らの学校での過密教室が深刻になっていた。　これらの急増した生徒の親のシカゴへの移住目

的には、職を確保することとならんで、子どもによりよい教育機会を与えることもあっ

　　た、　といわれており、マイノリティーは学校の新設による過密教室の解消のみならず、

学校教育の質の問題についても関心が高かった。1953年にH・ハント（Harold　Hunt）の

後任となり、その後の在任期間が13年間とシカゴではまれに長くなる教育長のB・ウィリ

ス（Benjamin　Willis）は、生徒の急増にともなう学校新設の仕事に忙殺され、人種分離

学校の増加に関してはほとんど無視していたといってよい。このことが結局は、のちに市

民運動の標的となる素地を培ったのである。

　ウィリス教育長の在任初期には、教員給与の引き上げ、学級数や教員数の増加により初

等学校の1学級当たりの平均生徒数を、1953年以降10年間で39名から32名まで縮小させる

こと、ハイスクールのカリキュラムの柔軟化、教育的に不利益な生徒への放課後の補習の

実施、障害児教育や視聴覚教育の充実をはじめとして、意欲的に諸種の課題に取り組み、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59）
シカゴ教育組合（Chicago　Teachers　Union）が彼を強力に支援していた。

　しかしながら、ウィリス教育長の在任初期の実績にもかかわらず、辞職する3年前には

多方面からの批判の矢面に立たされることになった。M・J・ヘリヅク（Mary　J．　Herrick）

は、多くの人々が教育長への態度を変えたのには主に3つの理由があるとしている。第一

は、社会問題の解決への学校システムの責任について、彼自身の考え方に関することであ

り、彼はこういつた事項についての決定は教育委員やそのほかの素人ではなく、専門職者

の専管事項であるという考えを持っていたからであるとされる。第二の理由は、彼に対す

るあらゆる批判を受け入れようとしない彼の態度であり、たとえば、学校システムが実際

のところどの程度改善されているのかについて、批判者は正確に評価していないとして、

むしろ憤りさえ見せた。このような点が彼と教育委員との亀裂を深めていったのである。

第三丁目には、教育長がシカゴ教育組合の要求に対して非応答的になってくるのにしたが

って、組合は団体交渉による労働協約の締結を重視し始めたために、教育長との関係が変

　　　　　　　　　　　　60）
化してきた、と述べている。

　教育行政における専門職主義の徹底が結局は教育委員会からの反発を招き、彼の個性へ

の反感が強くなったことや、着任当初の大歓迎ぶりとは異なって教員組合との関係もこじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167



　　　　　　　　　　　アメリカの都市におけるマイノリティー教育の課題

れて、ウィリス批判が渦巻いてくるのである。そして、ウィリス教育長が着任した翌年に

ブラウン判決が出され、南部三州で法制化されていた「分離すれども平等に」の原則が違

憲であるとされた。南部では当初は人種統合を引き延ばす戦略にでたが、次第に統合され

るようになり、北部でも1960年代初頭より最高裁の判決によって人種分離学校廃止が三二

されるようになった。同時に、法制上のみではなく、事実上の人種隔離や差別的慣行を廃

止しようとする運動が盛り上がり、シカゴでも教育長の行政責任が問われるようになって

きた。

　着任当初のウィリス教育長の優先的な行政上の課題は二部制授業と過密教室の解消であ

った。しかし、生徒の急増の著しいシカゴの南部地域に新たに導入された設備や仮設教室

は、教育行政に批判的な父母や公民権運動団体を満足させるには絶対数や絶対量が不足し

ていた。その後、学校の過密状況はいくぶん改善をみたものの、除去されたわけではなか

った。そして、学校新設をめぐる問題は、単に机の過不足の問題から、学校はどこに新設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61）
されて、だれがその学校に通学するのかという問題に移っていった。

　このような焦点の移動は当時の教育行政当局にとって思いがけない問題提起であった。

つまり、居住地と距離的に最短にある学校に就学措置をするという近隣学校政策は、それ

まで当然のごとく受け入れられてきたが、この政策の正統性そのものについて、父母や公

民権運動団体が意義申し立てしたからである。ウィリス教育長ならびに教育行政当局の対

策は、生徒の急増地域において仮設教室を不十分ながらも建設するといった、学校の施設

の拡充だけに限られていたために、市内の生徒の人種構成の変化にともなう、一方での余

剰教室を抱える白人学校と、他方で過密すし詰め黒人学校の増加を生み出した。人種分離

学校の存在自体が違憲であるとの最高裁の判決を受けて、特に公民権運動団体はシカゴの

教育行政は人種分離的で違憲であると告発し始めた。

　シカゴの公民権ならびに人種分離学校廃止にかかわる運動団体として、全米黒人地位向

上協会（National　Association　for　the　Advancement　of　Colored　People＝NAACP）、全

国都市同盟（National　Urban　League＝NUL）、人種平等会議（Congress　on　Racial

Equality＝CORE）といった有力な運動団体のシカゴ支部があり、1950年代半ばに、シ

カゴの学校は人種的に分離されているとして告発していた。たとえば、これらの団体は黒

人生徒が多数を占める学校では二部制授業が行われ、過密教室であり、施設設備で劣って

いることを証拠立てながら、教育委員会や特定の教育委員にロビーイング活動を積極的に

展開した。マスコミもこの問題を取り上げるようになったが、1961年までにはなんらの対

策も打ち立てられなかった。そして同年ついに運動団体の支援を得て、黒人父母は200名

の子どもを大多数が白人で一部制授業を実施し余剰教室のある学校に通学させるという強

行手段に訴えた。これが当局によって拒否されるや、教育委員会は全員が黒人生徒で占め

られるような学校を作り出すために意図的にゲリマンダーリングをしていること、1学級
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が60名にもなる学級の事例を指摘しながらの過大学級規模問題を放置していること、質の

低い授業や、施設の不備といった、教育委員会と教育長が黒人生徒に対して差別している

ことなどを理由として、黒人父母は白人学校へのバス通学の要求を掲げて訴訟（ウェッブ
　　　　　　　　　　　　　　　62）
対教育委員会事件）に踏み切った。

　その後、運動団体と教育委員会や教育長との間では、余剰教室の数をめぐる議論や、近

隣学校政策の是非をめぐる論争や、ウェッブ事件以外のいくつかの訴訟の提起や、運動団

体の座り込みやボイコットといった直接行動など、いっそう激しく闘われるようになった

が、論争や原告と被告の主張は平行線をたどったままであった。

　1963年に教育委員会はいくつかの訴訟事件のうちの一つについて、シカゴの人種分離学

校の実態について調査研究する専門委員会の設置を条件に和解に応じた。他方で、運動団

体のなかで、たとえば、コミュニティー組織調整委員会（Coordinating　Committee　of

Community　Organization＝CCCO）と呼ばれる白人と黒人との緩やかな市民運動組織な

どは、シカゴの学校の状態を明らかにするとともに、連邦の公民権委員会（Civil　Rights

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63）
Commission）やマスコミにその実態について注目するように働きかけた。

　1963年の夏には公民権運動が急速に盛り上がり、公立学校の人種分離学校廃止問題をめ

ぐる紛争が最高潮に達したのであった。むろん、批判の矛先は教育委員会と教育長ウィリ

スに向けられた。また、教育長の提出した通学区の境界を変更する案の取扱いをはじめと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
して、教育委員会内部での不協和音も表面化してきた。　そして、人種統合のためのバス

通学政策実施の表明と撤回、教育長の辞職を求めての同盟休校の実施、教育長の辞意の表

明といった混乱がしばらく続いた。1964年には和解案にもとづいて設置されていた「人種

統合審議会（Advisory　Panel　on　Integration）」から答申が出された。シカゴ大学の社会

学部長のP・ハウザー（Philip　Hauser）が委員長を務めたことから、ハウザーレポートと

呼ばれるが、これによると、14万8千名の黒人の初等学校生徒のうち、90パーセントの生

徒は90パーセント以上が黒人生徒で占められる学校に通学しており、3万6千名の普通科

ハイスクールに在学する黒人生徒の67パーセントと7千名の職業科在籍生徒の45パーセン

トは、全員が黒人生徒のハイスクールに通学していることを明らかにしている。1学級生

徒数が35名以上の学校は、黒人学校では40パーセントであるのに対して、白人学校では12

パーセントであることをはじめとして、その他に、過密学校、中退率、校舎の築後年数、

仮設教室などのあらゆる指標からみて、シカゴでは人種的に分離された学校が数多く存在

し、黒人学校の劣悪な教育条件を明らかにした。そして、余剰教室のある学校への無料バ

ス通学や、人種統合のための通学区の境界変更、各学校での教員の経験年数の均等化、マ

イノリティーについての教員と行政官への研修といったことをはじめとして11項目にわた
　　　　　　　　65）
って勧告している。

　同年にはシカゴ大学のR・J・ハヴィガースト（Robert　J．　Havighurst）を代表とする調査
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委員会が大部の報告書を公表し、人種分離学校は黒人生徒にとって有害であると警鐘を鳴

らした。両報告書で明らかにされたシカゴの学校の実態は、公民権運動にとっては貴重な

理論的基盤を提供するものであったが、教育行政当局へのこれらの報告書のもたらした影

響は無視できるほどのものであった。

　教育委員会や教育長が公民権運動団体や人種分離学校廃止運動団体の要求に応答的でな

いために、教育長の辞任を求める要求が強まり、教育委員の中でも教育長の方針と対立す

る場面が現れ、ウィリス教育長は最終的には1966年8月に辞任することとなった。辞任ま

での間には、1965年7月にノーベル平和賞を受賞して間もないキング牧師のシカゴ訪問に

よる人種差別廃止を掲げた3万名の大行進や、1964年の連邦議会での公民権法の制定によ

る公民権運動の一層の盛り上がりや、翌年にやはり連邦議会で成立した初等中等教育法に

もとつく教育補助金の交付が可能となったにもかかわらず、シカゴは人種に基づく差別を

行っていることを理由として延期されるなど、シカゴの教育行政当局の責任追求が厳しい

ものとなっていたのであり、ウィリス教育長は辞職要求に耐えることができなかった。

　後任の教育長にはJ・F・レッドモソド（James　F．　Redmond）が着任した。彼はいくつか

の都市での教育長の経験があり、いわばシカゴの学校システムのアウトサイダーではある

が、1953年までシカゴの教育長を務めていた人物のもとで、6年間アシスタントを経験し

ていた。公民権運動は反ウィリスキャソペーソで消耗しており、新教育長による人種分離

学校廃止の提案が出るまで静観する構えをとった。1967年8月にレッドモンドは人種分離

学校廃止計画を提案し、教育委員会にその実施を求めた。内容としては、マグネット・ス

クールの創設と、インナーシティーの学校に勤務する教員の給与引き上げ、通学区の変更、

人種統合のためのバス通学などであった。教育委員会はこの提案を原則的に承認し、およ

そ千名の黒人生徒のバス通学が実施されようとしたときに、生徒を受け入れる地域の白人

からの激しい反対運動に遭遇し、教育委員会はレッドモンドの計画の変更を求め、結局、

ある地域での強制的バス通学を撤回したり、強制的ものから自発的なバス通学に切り替え
　　　　　　　　　　66）
たりすることとなった。

　連邦政府や最高裁の人種分離学校廃止への努力は、すでに触れたように、1974年のミリ

ケソ判決までは、一定の割合で意図的な人種差別があるという証拠があれば、裁判所は学

区全体での人種分離学校廃止を命令できるとされて、南部のみならず北部でも大規模で強

制的な人種分離学校廃止の努力が続けられていたが、シカゴでは自発的なバス通学でさえ

積極的に推進させようとの行政側の働きかけもなく、結局のところ、従来よりの近隣学校

政策が継続していた。レッドモンドの在任中に彼の提案の中で実施に移されたのは、マグ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ネット・スクールを1校新設することだけであった、　と評価されている。

　人種分離学校廃止運動側は、1976年に、もし教職員が徹底的に統合されていないならば、

公民権法のタイトル］Vにもとつく補助金が支出できないという規定を活用した戦術を用い
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たり、州教育当局に働きかけて、人種分離学校廃止のための計画が実施されなければ州か

らの補助金を配分しないとの言質を得た。これらの運動側の戦略に対して、教育委員会は

マグネット・スクールと自発的なバス通学というレッドモソド教育長の計画を再度持ち出

し、この提案を「卓越性へのアクセス」（Access　to　Excellence）と名づけ、1978年に実

施した。しかしながら見るべき成果はなかった。

　連邦政府の健康・教育・福祉省は「卓越性へのアクセス」では不十分であると決定し、

1980年に起訴が可能かどうかを法務省に問い合わせた。最終的には、教育委員会、法務省、

連邦区裁判所判事は1980年9月に同意判決（consent　decree）を行った。1981年に教育長

として着任したR・ローブ（Ruth　Rove）教育長の政策勧告にもとづいて、教育委員会は

新たな人種分離学校廃止計画を立案し1981年4月に承認され、次年度から実施され始めた。

その結果、マグネット・スクールは45校となり、それぞれは外国語、美術、数学、理科な

どの特色のあるカリキュラムを編成していた。マグネット・スクールの校長は年功序列に

かかわらず教員を選択することができ、生徒は人種統合を維持するために抽選で学校が指

定された。

　1980年代はじめまでには、残っていたすべての白人学校は人種統合されるようになった。

すなわち、白人学校は少なくとも30パーセントのマイノリティーの生徒の受け入れを承諾

した。しかし、ほとんどの黒人学校とヒスパニック生徒の学校は、人種的に分離されたま

まであったことに変わりはない。

　以上のように、人種分離学校廃止に関しての運動側と行政側との長期間にわたる論争並

びに対立が続いたが、インナーシティーと郊外とを強制的にバス通学させることが裁判所

によって認められなくなったことを契機にして、そして、人種統合しようにも白人生徒の

絶対数が激減していたこともあって、圧倒的多数の公立学校は人種的に分離されたままの、

全米でも著名となっている二重学校システムがそのまま存続し、シカゴの学校教育の特徴

を形成している。人種分離学校廃止の方策として鳴り物入りで創設されたマグネット・ス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68）
クールは、ニューヨークで通学生徒の階層性の問題が指摘されているように、　シカゴに

おいても、貧困家庭の子どもにとっての通学手段の制約や、学校選択についての情報不足

や、入学者選択過程で排除されたりして、結局は豊かな階層の生徒のための学校となる可

能性が高いのである。

　1970年代後半以降、人種分離学校廃止運動はかつてのような盛り上がりを見せることも

なくなった。1970年代半ばから80年代半ばまでの約10年間に人種分離学校廃止問題が比較

的平穏であったのは、黒人の教育問題が解決したからではない。むしろ、1・カッソネル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69）
ソン（Ira　Katznelson）らが述べているように、　黒人が平等な教育を達成するための手

段を捜し求めていたものの、袋小路に陥ってしまったからであろう。

171



　　　　　　　　　　　アメリカの都市におけるマイノリティー教育の課題

（2）シカゴ学校改革の意義と課題

　1970年代後半以降は人種分離学校廃止運動は行き詰まりを見せ、将来的にも人種統合の

実現は困難となってきていた。このことについて、F・ブラウン（Frank　Brown）は次の
　　　　　　　　　　　7e）
ように簡潔に述べている。

　1．たいていの人種分離学校廃止訴訟において原告となっている黒人は、彼ら／彼女ら

　　　の活動の優先順位を統合の方向性よりも、質の高い教育を獲得することや社会階層

　　　上の上昇移動に重点を移しているからである。

　2．学校統合関係訴訟において、裁判所は人種分離学校廃止を実現させるには原告に過

　　　酷になってきている。

　3．多くの学校関係者は、人種統合校内部で黒人を再度、分離する方法を見つけ出して

　　　きていること。

　4．黒人生徒が学力的に成功するための障害となっている黒人英語（black　English）

　　　を認めてもらうといった、従来とは異なる方法で、質の高い教育を獲得することに

　　　エネルギーを注ぎだした。

　人種統合という目標が遠のくにしたがって、黒人はたとえ人種的に分離された学校であ

っても、自分たちの通学する学校の質の改善に努力を傾けるようになったのである。この

人種統合への取り組みの変化はシカゴにもあてはまる。すでに触れたように、シカゴ学校

改革の動因として、ヘスやムーアらが指摘するように、硬直した画一的な都市学校官僚制

の弊害、効果的学校研究の研究成果、リストラクチャリング論やSBM論に代表される学

校への父母参加、といったこととならんで、前項で詳しくみてきたように、20年以上にお

よぶ、ある時は過激なまでの人種分離学校廃止運動にもかかわらず、人種統合は進展せず、

むしろ、マイノリティーの子どもの教育条件が加速度的に悪化していることへの危機感も、

重要な要因になっていたといってよい。人種分離学校廃止運動の停滞によって、マイノリ

ティーは近隣学校の質の向上に注目するようになったのであり、このことが学校協議会と

いう学校単位の意思決定機関を設置して、自律的・自治的な運営を求めようとする学校改

革へのマイノリティーの支持を得たとみなすことができる。

　統合教育の意義については、これまでも繰り返し主張されてきている。たとえば、統合

教育は多様な人種の子どもが、人種間の相互の接触を可能とする多元的な環境を作り出す

ものである。この環境においてこそ、地位は決して人種や階級やそのほかの要因によって

決まるものではないことを学び、それぞれの生徒は自己の能力を最大限に引き伸ばすこと

のできる平等な機会を得ることができる。そして、平等な統合教育にアクセスすることは、

マイノリティーの政治的見識を高め、公選職へのマイノリティーの進出を促し、政治的平

等への基盤を提供することにもなる。政治的平等より以上に教育の平等と関連するのは経

済的平等である。なぜならば、中流階級の地位を獲得したり高賃金職に就職するためには、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それに必要な教育を受けなければならないからである。　このように、現行の教育機会や

教育の質の構造的な格差を解消するためには、まずもって統合教育が必要であると主張さ

れてきた。

　統合教育の意義に関しては多くの人々の共通理解があったにもかかわらず、人種分離学

校廃止運動が結局は成功をおさめることができなかったのは、戦後のシカゴのデモグラフ

ィックな変化や産業構造・就業構造における激変があり、マイノリティーに課された過酷

な教育条件を改善する要求に、都市教育行政が十分対応できなかったからである。そこで、

戦後の都市教育の失敗の主因を官僚制構造の非応答性に求めるならば、官僚制構造の頂点

に立つ教育委員会と中央教育行政機構の改革こそ第一に取り組むべき課題となるのではな

かろうか。学校改革の主眼としての学校に権限を委譲することが問題なのではなく、この

改革が教育委員会をはじめとした市中央教育行政システム自体の改革に向けた努力を等閑

視する側面を持っていることこそ問題なのである。したがって、以下に紹介するような都

市教育行政の改革構想を見れば、まだ改善の余地があると考えられる。

　KJ・メイアー（Kenneth　J。　Meier）らは、質の高い統合教育を実現するための方法と

して次の三つのステップを考えている。第一ステップとして黒人コミュニティーが教育へ

の平等なアクセスを獲得するためには、政策形成機関である教育委員会への代表をより多

く獲得することが必要である、とする。教育委員会に黒人代表を選出することができるか

どうかは、黒人の資源（とくに住民人口）や選出方法や地域によって影響を受ける。特に、

全市一区制よりは区代表制によって委員を選出する教育委員会にすれば、より多くの黒人

を代表にすることができる。第ニスチップとして、黒人が教育政策における政治権力を獲

得するためには、教育行政職への就任者を増やすことである。教育行政官は学区政策を実

施するだけではなく、他の政策を策定したり個人的な活動をするのに自由裁量権を持つか

らである、とする。第三スチップとして、教職に黒人教員をより多く採用することである。

子どもの教育経験において単一の最も重要な影響力は教員である。教員は学校政策を実施

し、アカデミックなグルーピングや規律といったことがらに関して、最初の判断を下す立

場にいる。そして、教員は学習を支援するような、または、学習の阻害要因を除去するよ

　　　　　　　　　　　　　　　　72）
うな教育環境を創り出すことになる。

　そして、，具体的な政策勧告として、教育委員の選出において、全市一区制に代えて区代

表制を採用すること、より多くの黒人教員を採用すること、連邦公民権局の権限を活性化

させること、連邦平等雇用機会委員会の収集したデータを公開すること、能力別授業を廃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73）
止あるいは少なくすること、規律指導を再検討すること、をあげている。

　この提案がそのままで統合教育を実現する特効薬になるとは考えられないが、シカゴの

市教育委員会の委員構成で黒人委員の比率は生徒数の比率に比べれば不均衡であったし、

このことは教育行政官や教員の構成比にしても同様であり、人種分離学校廃止にかかわる
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教育委員会改革を考える際のアイデアとしては検討に値すると考えられる。

　ところで、学校協議会という学校を単位とする教育統治機関を設置することは、個別学

校での教育要求を集約し、効率的に意思決定することができ、狭域利益の表出と利益への

応答性を高めることができるであろうし、改革の狙いでもあった。しかし、学校協議会に

おいて、通学校区のなかで生じる意見の対立や利害の衝突を回避したり処理することは容

易となるものの、対立や利害を明らかにし通学校区を超えた主張にまで高めるには不向き

である。生徒数ではマイノリティーのほうがはるかにまさっており、集団としてのマイノ

リティーの教育の質の向上という目標、すなわち、マイノリティー集団としての広域利益

の表出とそれへの対応という点では、学校協議会方式は弱いと思われる。教育官僚制の弊

害を乗り越える市教育委員会制度の改革と、個別学校での意思決定のもたらす利点とを組

み合わせる方法の探究が必要なのではなかろうか。

　次に、学校改革は都市の再生のための努力と相互に密接に関連づけられてこそ、改革の

目標達成が可能になることについて述べよう。

　マイノリティーの教育問題の背景には、都市部での居住地域の人種・民族的分離と、雇

用機会の格差による貧困の問題が横たわっていることは、すでに何度か触れたとおりであ

る。たとえ経済が好転し、雇用の増加があっても、都市のマイノリティーの就業者数はそ

れに比例して増加しないという構造があり、悪循環を繰り返している。インナーシティー

の住民構成・居住地域と雇用機会とのミスマッチが存在し続けている。さらに連邦政府を

はじめとした各種政府の失業対策計画の不備が追い打ちをかけている。

　教育問題の背景にある社会的・経済的問題に着目することの重要性について、D・J・カ

サルダ（John　D．　Kasarda）の主張に耳を傾けてみよう。彼は都市の福祉計画は不利益な

立場にいる人々の教育や技能訓練の水準を向上させるための真剣な努力とバランスを保た

なければならないとする。たとえば、貧困・マイノリティーの有する技能に適した就業機

会が増大している地域に、このような人々の転居が可能になるように補助金を支出すると

いったことをはじめとして、住宅や雇用での差別を解消し、また抑圧的な都市部からの脱

出を望んでいる人々の行動を妨げている制度的な障壁を解消するための政策や、従来のプ

ログラムの変更が必要であるとしている。むろん、公民権法の厳格な実施や、私的セクター

での雇用機会の増大をもたらす、広い範囲にわたる経済開発計画が必要であることを付け

加えている。人種・民族差別や知識・資源の偏在によって白人との雇用機会をはじめとし

た機会均等が達成されていない以上、こうした手厚い政策の実施が必要であるとの認識を
　　　　　74）
示している。

　都市の産業構造の変動は、工業を衰退させ代わってサービス産業の成長をもたらしてい

るが、脱産業社会ではたとえハイスクール卒業証書を持っていても、マイノリティーは人

種・民族差別によって、昇進の機会が望めないような低賃金サービス労働に押し込まれる
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可能性が高いのである。その結果、ハイスクールでの学習の意義を見いだすことのできな

いマイノリティー青年が続出しても決して不思議ではない。近隣社会にはマイノリティー

生徒にとって役割モデルとなるような成人がすでに居住せず、あるのは犯罪と麻薬と貧困

だけであるような、ゲットーアンダークラスの絶対数が増加している。

　したがって、教育官僚制の弊害を克服する都市中央教育行政制度の改革や、学校レベル

での地域住民や父母のニーズに応答性をもたせるための改革は、インナーシティーの人種

分離のもたらす社会的・経済的な否定的影響を排除するための政策や計画と関連を持つの

でなければ、その実効性は危ういといわなければならない。

　シカゴ学校改革法を集約すれば、教育行政権限を父母とコミュニティー住民に付与する

学校統治改革である。しかしながら、この政治的戦略としての改革は、歴史的に失敗し続

けてきた学校に通学する低学力生徒の教育学的、心理学的、社会的なニーズからの教訓を

引き出しながら実施されていないことを根拠として、シカゴの改革を批判的にみている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75）
W・T・ピンク（William　T．　Pink）の問題提起に応えるためにも、圧倒的に不利益な立場

にいる都市住民を対象とした、福祉政策、労働政策、住宅政策と一体となった、そしてマ

イノリティーの子どものニーズに即した学校統治構造ならびに教育政策が求められるので

ある。

主、、
’

1）シカゴの学校改革はわが国でも注目され、いくつかの研究論文が矢継ぎ早に刊行されている。

　詳しくは、黒崎勲『学校選択と学校参加』東京大学出版会1994年第IH部、橋口泰宣「シカゴ市

　教育委員会制度改革の現状と課題」上原貞雄編『現代教育行政学研究』漢水晶1994年所収、神

　山正弘「シカゴ教育管理改革の研究」森田尚人他編『教育学年報3教育の中の政治』世織書房

　1994年所収、同「アメリカ合衆国における都市教育行政・学校管理改革の動向（その1）一シ

　カゴ市学校管理改革の背景一」r高知大学教育学部研究報告』第1部第48号1994年、拙稿「現代

　アメリカ大都市教育行政の改革課題一シカゴ学校改革を事例として一」金子照明弾『現代公教

　育の構造と課題』学文社1994年、などを参照されたい。なお、本論文は拙稿で記しているよう

　に、「人種問題や民族問題と教育問題との関係の分析を除外してシカゴ学校改革を論じることは

　できない」（65頁）と提起した研究課題に、いささかなりとも答えることを意図している。

2）シカゴの学校改革を評価する際の基準設定や長期的視点の重要性については、Anthony　S．

　Bryk，　John　Q．　Easton，　David　Kerbow，　Sharon　G．　Rollow，　and　Penny　A．　Sebring，　“The　State　of

　Chicago　School　Reform”，　Phi　Delta　Kappan，　Vo1．76，　No．1，1994を参照されたい。

3）合衆国のマイノリティー集団はアフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、ヒスパニック、

　アメリカインディアンの4集団に大きく分けられる。表題のように、本稿はシカゴを事例とし

　たマイノリティーの教育の課題、わけても教育政策・教育行政の課題を検討するが、この場合

　のマイノリティーとは、おもにアフリカ系アメリカ人を対象としている。シカゴにおけるヒス
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